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適 用 条 文 建 築 基 準 法 第 48条第 1項ただし書き

公 聴 会 年 月 日 令 和 5年 11月 1日受 付 年 月 日 令 和 5年 10月 2日

査 ι] 見調

議案第 23- 21 号

本件は第一種低層住居専用地域での集会場、事務所、児童福祉施設等 (就労支援施設)の

新築に係る計画です。申請建物のうち、集会場、事務所の用途が、建築基準法別表第2(い )

項のいずれにも該当しないため、同法第 48条第 1項ただし書きによる許可申請がなされた

ものです。

本事業は、市政運営の基本 となる「まちだ未来づくリビジョン2040」 で掲げる政策 「文化

芸術に親 しめる環境・機会を充実させる」を具体化 した 「町田市 5ヵ 年計画22-26」 の中で

「芹ヶ谷公園
《
芸術の社"パークミュージアムの整備」に係る事業として計画 されてお りま

す。建設場所である芹ヶ谷公園は、都市公園法に基づく都市計画公園や町田市の都市づくり

の基本方針である「田丁田市都市づくりのマスタープラン」に示す土地利用の方向性の中で、

「都市拠点において活用を図る公園」として位置付けられております。          、

今回、施設を計画する建設場所は、芹ヶ谷公園の国際版画美術館側の玄関日とし、公園来

園者、施設利用者、周辺地域の方々などを始め、パークミュエジアムに興味を持つ全ての人
ノ′

々へ開かれた施設とし、二つの美術館 と公園とアー ト体験棟が密接に連携することで、国際

版画美術館の果たしてきた「鑑賞」、 「創作」、 「発表」の役割をより発展・継承させるこ

とができるよう建設を行 うものです。なお、今回、計画する建物の喫茶棟は 「便益施設」、

公園案内/版画工房/アー ト体験棟は「教養施設」に該当し、それぞれ活用を図ることとして

お ります。             .

申請建物の主な機能は、芹ケ谷公園来園者向けの公園案内、各美術館を含めた来園者向け



の喫茶、版画工房や、アー ト体験を行 うことができるア トリエ(パークミュージアムの管理

を行 う事務室の機能をもつ複合施設 としています。'そ して′、芹ヶ谷公園全体に美術浩勤を展

開するための拠点となる 「美術エ リア」を形成し、広く市民が文化芸術を体験することで倉」

造的な文化を育み、この場所ならではの体験や過ごし方ができる公園、みんなでつくるパー

クミュージアムの実現を目指 していることから、申請建物に持たせる機能は必要不可欠であ

り、公益上欠かせないものとなちてお ります。

本計画地は崖を生じる敷地で東西の高低差が18m程度あり、 「土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく土砂災害特別警戒区域に指定された敷地

です。この計画地内の崖が経年風化によつて変化がみられることから、盛土による造成 と擁

壁の築造を行い、周囲の住宅地に対する安全性を確保 します。計画地東側の住宅地が一番高

いため、住宅地側にある隣地構造物を起点に基準で定める必要な距離を確保 し、高さ
.4.9m

の間知石擁壁を築造します。間知石擁壁より低くなる西側は 30度未満の勾配で造成 し、高

さ3mご とに平場を設け、建物及びコンクリー ト擁壁で抑えることにより既存の崖を解消さ

せ、併せて土砂災害特別警戒区域の解除も行 う見込みです。また、この造成計画は都市計画

法に基づく開発許可及び宅地造成等規制法に基づく宅地造成の審査基準に沿って計画されて

お り、腹付け型大規模盛土に伴 う安定性の基準及びの建築基準法に適合 した擁壁により敷地

の安全性が確r呆 された敷地となることから、公益上欠かせない造成計画となりますと

植栽計画にういて、盛土造成 した法面部分は芝張 りや低木により法面の保護を行い、平場

は中木及び種子吹付けにおいて盛土地盤の安定性を高めます。中木については出来る限 り植

樹することと大きくなる樹種を注定し、良好な住居の環境にも配慮 した計画です。

計画する建物は周囲の住宅地に対 して建物高さや圧迫感を抑えるためて斜面地に埋め込む
´

よう配置し、 2階の建物配置を分節 して設ける計画としていますとまた、周囲の住宅地から

建物の距離を極力確保 し、喫茶棟は住宅地側に開口部を設けず、設備スペースは遮音壁を設

け、厨房排気は階段広場側に吹き出すなど、配慮 した計画です。

これ らを踏まえ、申請建物は、同法第 48条第 1項ただし書きによる公益上やむを得ない

と認められるため、許可いたしたい。

許 可 条 件

工事完了時に町田市長へ報告し、当該工事が許可の内容と整合 していることの確認を
受けること。

付 近 の 状 況
(東面)

(南面)

住宅

住宅・道路

(西面 )

(北面 )

道路

階段通路

/



第四十三号様式 (第 十条の四関係 )(A4)

許可申請書 (建築物 )

(第一面 )

建築基準法第48条第1項 ただし書の規定による許可を申請 します。この申請書及び添付図書に記載の事
項は、事実に相違ありません。

特定行政庁 町田市長 様

食γ

申請者氏名 町田市代表者

年 十θ 月 2

市長 石阪

日

丈一

【lf申 請者】
. Iイ .氏名の、フリガナ】マチダシダイとョゥシャ シチョウ イシザカ ジョウイチ
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名】町田市代表者 市長十石阪 丈一
便番号】1948520
所】東京都町田市森野2丁 目2番力2号
話番号】042-724〒 3111

【2.設 計者】                       !
【イ.資格】

「    (一 級)建築士  '( 大臣 )登録 第344771号
【Ⅲ .氏名】 代表取締役 西田 司               ャ
【ノ、.建築士事務所名】 (∵級)建築士事務所 ( 神奈川 )知事登録 第13806号
抒          株式会社オンデザインパー トナーズ

!【 二.郵便番号】231-0012
【ホ。所在地】横浜市中区相生町360泰 生ビル2階      i

.【

へ.電話番号】045650-5886  !                    ―

※手数料欄

※消防関係同意欄 ※決裁欄 ※許可番号欄

'角
t 1

年  月  日

雇 棗 研 可

第、 号

係 係員印

※公告欄
※公開による意見の

聴取の期 日欄
※建築審査会同意欄

※都道府県都市計画

審議会又は市町村都

市計画審議会 ~―

年  月  日 年  月  日 年  月 i臼

号 第 号 第

係員印 係員印 係員印

※受付欄
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申請理由書

特定行政庁

町由市長 石阪 丈一 様

2023年 10月 2日

申請者 町田市代表者 市長 石阪 丈一

(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/ア‐ 卜体験棟 (以下、「アー ト体験棟」とい

う。)の事業は、2023年 2月 16日 付け R04建築許可 00019号にて建築基準法第48
条第 1項の許可を受けた (仮称)町田市立国際工芸美術館 (以下、「工芸美術館」と

いう。)と ともイこ2022年第 1回定例会にて予算の承認を受けた市政運営の基本とな

る「まちだ未来づくリビジョン 2040」 で掲げる「文化芸術に親しめる環境 。機会を充

実させる」政策に基づく事業です。

アー ト体験棟は、芹ヶ谷公園の来園者向けの公園案内、本計画建物及び各美術館を

含めた芹ヶ谷公園の来園者向けの喫茶、版画工房やアー ト体験を行うことができるア

トリエ、公園の管理を行 う事務室の機能をもつ複合施設です。

今回の計画を進める上で、アー ト体験棟は第一種低層住居専用地域内にあり、建築

基準法上、集会場 。事務所の用途の建築は認められていないため、建築基準法第48
条第 1項ただし書きによる許可を受ける必要があるため、今回許可申請を行うもので

あります。

1.公益性について

本事業は「まちだ未来づ くリビジョン 2040」 の政策について具体化 した計画「町田

市 5ヵ 年計画 22-26」 の中で、重点事業 として 「芹ヶ谷公園 “芸術の杜"パークミュ

ージアムの整備」を掲げています。建設場所である芹ヶ谷公園は、町田市の都市づ く

りの基本方針である「町田市都市づくりのマスタープラン」に示す土地利用の方向性

の中で、「都市拠点において活用を図る公園」として、多 くの人が、町田の多様な文化

芸術活動を豊かな自然環境にふれあい、学び楽 しむことができる芸術にふ さわしいエ

リアと位置付けられています。

また、芹ヶ谷公園は都市計画公園に位置付けられてお り、計画建物である喫茶棟は “
「便益施設」、公園案内/版画工房/アー ト体験棟は 「教養施設」に該当します。

さらに、本計画建物であるアー ト体験棟は、芹が谷公園の管理機能を有すること、
/

及び、広 く市民が文化芸術を体験することで創造的な文化を育むことができる施設で

あることから、公益性を有する事業であると考えます。

1-1
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2.位置について

本建設場所は、公園来園者、施設利用者、周辺地域の方々などを始め、パークミ

ュージアムに興味を持つ全ての人々へ開かれた施設とするため、芹ヶ谷公園の玄関

口である当該地へ建設を行うものです。

二つの美術館と公園とア● 卜体験棟が密接に連携することで、国際版画美術館の果

たしてきた「鑑賞」、瞭」作」、「発表」の役割をより発展・継承させることから、当該

地を本建設場所といたしました。

31施設及び施設運営に伴う騒音 。振動及び車両の通行上の安全対策について

施設から発する騒音について、屋外設置機器の室外機が挙げられますが、敷地境界

線まで、離隔距離をとり、防音壁を立ち上げ、防音姑策を施しています。

今後、広場にて美術イベントも行 う予定ですが、騒音等について近隣にお住いの

方々に配慮したイベントとする予定です。大きな音が発生するイベントは広場でなく、

近隣への影響の少ない公園内の別の場所で行うよう検討します。

イベント車両については徐行運転を徹底して早朝・夜間及び児童の通学時間帯も避

けて往来することとしますど

4.景観への配慮について

アー ト体験棟は2階建てですが、建物ポリュームを周囲の住宅に調和するように文

節し、高さを認識させる見え掛りの壁面の大きさや長さをコントロールしています。

建物上部と下部で材料・色を変え、圧迫感も軽減させています。

5.そ の他の配慮事項

建物が建つ位置及びその東側の斜面は、土砂災害特別警戒区域 (レ ッドゾエン)、 土

砂災害警戒区域 (イ エローゾーン)に指定されてお り、危険な状態になっています。

今回、東京都南多摩建設事務所の指導の下、急斜面の部分に擁壁を作 り、さらに盛土

をすることによって傾斜角 30度未満にすること、建物で斜面を抑えることにより、

東側隣接地部分も含めて土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域の解除を行い、敷

地のみならず、隣接地の安全性にも寄与する計画 としています。また、盛土 缶擁壁等

の造成については、都市計画法及び宅地造成等規制法に基づき安全性を確認 した造成

計画としています。

避難上の安全確保としてアー ト体験棟は耐火建築物であり、芹ヶ谷公園内に立地し

ており、建物周囲には避難に有効な広い空地が確保されております。        .
工事中の工事車両の通行に関しても、住宅街においては騒音 。振動・粉塵の対策と

｀

して徐行運転を徹底し、かつ深夜及び早朝、通学時間帯Iの通行は極力行わないものとノイ

し、場合により誘導員を配置することで歩行者への安全に対し配慮いたします。
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以上の事から本件については、第一種低層住居専用地域内において、公益上やむを

得ない計画であり、かつ、県好な住居の環境にも配慮していることから、建築基準法

第48条第 1項ただし書きの許可申請をいたします。       
ゝ

/

1と 3


